
公益財団法人さいたま市公園緑地協会 

特定寄附金『緑の基金』募集の趣意書 

 

 公益財団法人さいたま市公園緑地協会は「公益目的事業を主たる目的とする法人」

として埼玉県から「公益財団法人」の認定を受け、かつ税法上の「特定公益増進法人」

と位置付けられている団体であり、都市緑化の推進及び新たな公園緑地のあり方を追

求し、地域社会の健全な発展に寄与することを法人の理念としています。 

 当協会が運営母体である｢緑の基金｣は、地域住民に安らぎとゆとりをもたらすとと

もに、さいたま市内における市民の積極的な緑に対する連帯意識の確立を図り、地域

がより緑あふれたうるおいのある街づくりを推進していくことを目的に設置され、み

なさまや企業等団体からの寄附金や募金を活用し、都市の緑を創造・保全していく事

業を展開しています。 

 つきましては、｢緑の基金｣の拡充を目的に、将来に亘る緑化推進事業及び緑化の普

及・啓発事業のより一層の展開を図るため、多くのみなさまに本趣旨へのご理解、ご

賛同をいただき、格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

公益財団法人さいたま市公園緑地協会 理事長  

                     

 



公益財団法人さいたま市公園緑地協会 

特定寄附金『緑の基金』募集要項 

 

１ 目的 

  さいたま市の将来に亘る緑化推進のための事業資金の拡充（積立て）と緑化の啓発及び普

及事業の展開を目的に、みなさまや企業等団体から寄附金を募集するものです。 

２ 寄附金の使途 

 ・将来に亘る緑化推進事業を行うための積立金（元本の拡充） ※寄附金額の 50/100 以上

の額 

 ・緑化の啓発・普及活動のための事業費（花の種配布等）    ※寄附金額の 50/100以下

の額 

３ ｢緑の基金｣のしくみ 

 

４ 募集期間 

  毎事業年度４月１日 ～ ３月３１日 

５ 募集対象 

  さいたま市民及び市内各団体等 

６ 申込方法 

  当協会へご連絡いただき、所定の「寄附金申込書」に必要事項をご記入のうえ、申し込み

いただきます。申込用紙は、ホームページよりダウンロードできます。 

  指定口座への振込による寄附も受け入れていますが、振込手数料は申込者にご負担してい

ただきますようお願いいたします。 

  ◎ 寄附金受領後（振込の場合は入金確認後）、「寄附領収書」を発行いたします。 

  また、次の「公園管理事務所」及び「さいたま農業協同組合（JAさいたま）ぐるめ米ラン

ド」で募金箱を設置しています。 

 公園管理事務所  

  【浦和区】  駒場運動公園 

  【南 区】  別所沼公園 

  【中央区】  下落合プール 

  【緑 区】  さぎ山記念公園 ／ 大崎公園 

  【大宮区】  大和田公園 ／ 天沼緑地 ／ 合併記念見沼公園 ／ さいたま新都心公園 

  【西 区】  三橋総合公園 ／ 秋葉の森総合公園 ／ 大宮花の丘農林公苑 

  【岩槻区】  岩槻温水プール ／ 岩槻文化公園 ／ 川通公園 ／ 岩槻城址公園 

  【見沼区】  堀崎公園 



 さいたま農業協同組合（JAさいたま）  

  ・木崎ぐるめ米ランド 

・三室ぐるめ米ランド 

  ・尾間木ぐるめ米ランド 

  ・大宮ぐるめ米ランド 

７ 寄附金控除について 

  特定公益増進法人である当協会へ寄附した場合、以下の税制優遇の対象となります。 

 （１）個人の場合 

    寄附金控除（所得税法第 78条） 

     個人の方からのご寄附の場合、確定申告にあたり「所得控除」ができます。確定申

告される場合は、当協会発行の受領書の添付が必要となります。 

    ※ 各都道府県及び市町村の条例により、住民税における寄附金控除の適用を受けら

れる場合があります。お住まいの都道府県及び市町村にお問い合わせいただくことを

おすすめします。 

 （２）法人の場合 

    特別損金算入限度額（法人税法第 37条第４項） 

     一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額が設けられています。 

 

    ◎詳しくは、所轄の税務署または税理士にお尋ねください。 

 

 

 

【問合せ・連絡・申込み先】 

公益財団法人さいたま市公園緑地協会  事業グループ 

〒336-0021   さいたま市南区別所４丁目１２番１０号 

Tel ０４８－８３６－５６７８   Fax ０４８－８３６－５２００ 

※ 土日祝日及び年末年始を除く、平日 9 時 00 分～17 時 00 分 

 


